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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】エアロゾル印刷のために使用できるソルダマスクインク組成物の提供。
【解決手段】エポキシ樹脂；ソルダマスクインク組成物の総重量に対して少なくとも２０
重量％の量の溶媒；および場合により非イオン性界面活性剤を含み、２５℃の温度におい
て、１０ｓ－１の剪断速度にて１０００ｃｐｓ未満であり、４９５ｓ－１の剪断速度にて
３０ｃｐｓを超える粘度を有する組成物。前記組成物が、２５℃の温度において、１０ｓ
－１の剪断速度にて８００ｃｐｓ未満、および４９５ｓ－１の剪断速度にて５０ｃｐｓを
超える粘度を有し、エアロゾルジェットインク組成物であり、空気圧アトマイザで噴霧化
できる、組成物。前記エポキシ樹脂が下式で表わされるビスフェノールＡエポキシ樹脂で
ある組成物。

（ｎは２～５００の整数）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エポキシ樹脂；
　前記ソルダマスクインク組成物の総重量に対して少なくとも２０重量％の量での溶媒；
および
　場合により非イオン性界面活性剤を含むソルダマスクインク組成物であって、
　前記インク組成物が、１０ｓ－１の剪断速度および２５℃の温度において１０００ｃｐ
ｓ未満、および４９５ｓ－１の剪断速度および２５℃の温度において３０ｃｐｓを超える
粘度を有する、組成物。
【請求項２】
　前記組成物が、２５℃の温度において、１０ｓ－１の剪断速度にて８００ｃｐｓ未満、
および４９５ｓ－１の剪断速度にて５０ｃｐｓを超える粘度を有する、請求項１に記載の
組成物。
【請求項３】
　前記組成物が、エアロゾルジェットインク組成物であり、空気圧アトマイザで噴霧化で
きる、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記エポキシ樹脂が、ビスフェノールＡエポキシ樹脂、フェノールホルムアルデヒド樹
脂、アクリル酸変性エポキシおよび脂環式または複素環式エポキシからなる群から選択さ
れ、フェノール、アミン、および無水物からなる群から選択される１つ以上の架橋基を有
する、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　前記エポキシ樹脂がビスフェノールＡエポキシ樹脂である、請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　前記エポキシ樹脂が、式１
【化１】

　を有する、請求項１に記載の組成物式中、ｎは約２～約５００の範囲である。
【請求項７】
　前記溶媒が、ジアルキレングリコールモノアルキルエーテル溶媒、アルコキシベンゼン
、Ｃ５－Ｃ８アルコールおよびＣ２－Ｃ４アルカンジオールからなる群から選択される、
請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　エポキシ樹脂；
　前記ソルダマスクインク組成物の総重量に対して少なくとも２０重量％の量での溶媒；
および
　非イオン性界面活性剤を含むソルダマスクインク組成物であって、前記組成物が、１０
ｓ－１の剪断速度および２５℃の温度において１０００ｃｐｓ未満の粘度を有する、組成
物。
【請求項９】
　前記組成物が、２５℃の温度において、４９５ｓ－１の剪断速度にて３０ｃｐｓを超え
る粘度を有する、請求項８に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記溶媒が、式のジエチレングリコールモノアルキルエーテルである、請求項８に記載
の組成物：
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【化２】

　式中、Ｒ１はＣ３－Ｃ６アルキル基である。

 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、エアロゾル印刷のために使用できるソルダマスクインク組成物を対象とする
。
【背景技術】
【０００２】
　エレクトロニクスのデジタルマニュファクチャリングは世界的なトレンドである。デジ
タルマニュファクチャリングは、製造工程の数を減らすことによってプロセスの複雑性を
単純化するだけでなく、製作プロセス中に発生する化学的な廃棄物を最小限にする。例え
ば、インクジェットに基づくデジタル印刷が、現在、ＰＣＢ産業においてシルク印刷用イ
ンクを堆積させるために使用されている。
【０００３】
　ソルダマスクレジスト（グリーン材料であることが多いが、いかなる色も可能である）
は、最新のプリント基板（「ＰＣＢ」）のために使用される。ソルダマスクをパターニン
グするための従来の方法の１つは、フォトリソグラフィによるものである。このプロセス
は、いくつかの欠点を有する。まず、フォトリソグラフィは複数工程のプロセスであるの
で、ＰＣＢ製造の総コストに大きく寄与する。第２に、フォトリソグラフィ材料は主要構
成要素に対する変更を必要とし、その結果として非曝露材料が現像されて（洗い流されて
）、所望のパターンを形成できる。この変更は、最終的な硬化ソルダマスクの化学的およ
び物理的耐性を悪化させる。第３に、フォトリソグラフィの第１の工程は、ＰＣＢボード
の非選択的またはブランケットコーティングである。コーティングプロセスの間、ＰＣＢ
のビアホールが、ソルダマスクで部分的にまたは完全に満たされることが多い。このソル
ダマスクを高アスペクト比のビアホールから除去することは、非常に難しいタスクである
。
【０００４】
　スクリーン印刷方法も、ソルダマスクレジストを堆積させるために開発されている。ス
クリーン印刷はビアホールのプラッギング問題を克服できるので、スクリーン印刷は、低
解像度および低いレジストレーションを有するソルダマスクを生じることが多い。加えて
、スクリーン印刷は、一般に相対的に平坦な基材表面を必要とする。表面にレリーフ構造
を有するプリント基板は、その上にソルダマスクをスクリーン印刷するのが困難または不
可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ソルダマスクのデジタル印刷は、ＰＣＢ産業に重要な影響を与え、１つ以上の上述の問
題を克服するために役立ち得る。１つのこうしたデジタル印刷技術、インクジェット印刷
は、ソルダマスクを堆積するように試みられている。しかし、インクジェット印刷技術は
、非常に低粘度のインク（例えば＜２０ｃｐｓ）に限定される。他方で、高性能ポリマー
を含むソルダマスク組成物は、非常に高い粘度（例えば＞１０，０００ｃｐｓ）を有する
。噴出可能な粘度へのソルダマスク材料の希釈により、ピンホールを有する非常に薄い層
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が得られ、ソルダマスクとして機能できない。この理由のため、インクジェット技術を用
いてソルダマスクを堆積させる試みは、これまでのところ成功していない。
【０００６】
　従って、デジタル印刷方法を用いて堆積できるソルダマスク組成物は、ソルダマスク製
造の分野において所望される進歩となる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の実施形態は、ソルダマスクインク組成物を対象とする。ソルダマスクインク組
成物は、エポキシ樹脂；ソルダマスクインク組成物の総重量に対して少なくとも２０重量
％の量の溶媒；および場合により非イオン性界面活性剤を含む。インク組成物は、２５℃
の温度において、１０ｓ－１の剪断速度にて１０００ｃｐｓ未満であり、４９５ｓ－１の
剪断速度にて３０ｃｐｓを超える粘度を有する。
【０００８】
　本開示の別の実施形態は、ソルダマスクインク組成物を対象とする。ソルダマスクイン
ク組成物は、エポキシ樹脂；
　ソルダマスクインク組成物の総重量に対して少なくとも２０重量％の量の溶媒；および
非イオン性界面活性剤を含む。組成物は、１０ｓ－１の剪断速度および２５℃の温度にお
いて１０００ｃｐｓ未満の粘度を有する。
【０００９】
　前述の一般的な説明および以下の詳細な説明の両方は、例示および説明に過ぎず、特許
請求されるような本発明の教示の制限ではないことが理解されるべきである。
【００１０】
　本明細書の一部に組み込まれ、これらを構成する添付の図面は、本教示の実施形態を示
し、説明と共に、本教示の原理を説明することに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本開示の実施例に従って溶媒添加の関数として、実施例のソルダレジス
トの２５℃での粘度を示す。
【図２】図２は、３０重量％のブチルカルビトール溶媒および以下を含む異なるタイプま
たは量の界面活性剤を有する異なる実施例のソルダマスクインクをエアロゾルコーティン
グした結果を示す：（Ａ）界面活性剤なし；（Ｂ）１重量％のＳＤＢＳアニオン性界面活
性剤；（Ｃ）１重量％のＳＤＳアニオン性界面活性剤；（Ｄ）０．５重量％のＳｙｎｐｅ
ｒｏｎｉｃ　Ｆ１０８非イオン性界面活性剤；（Ｅ）１重量％のＳｙｎｐｅｒｏｎｉｃ　
Ｆ１０８非イオン性界面活性剤。
【図３】図３は、本開示の実施例において議論されるように、接着試験の結果を示す。
【図４Ａ】図４Ａは、本開示の実施例に議論されるように、異なる速度で印刷されるソル
ダマスクレジストラインの画像を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本開示の実施例に議論されるように、異なる速度で印刷されるソル
ダマスクレジストラインの画像を示す。
【図４Ｃ】図４Ｃは、本開示の実施例に議論されるように、異なる速度で印刷されるソル
ダマスクレジストラインの画像を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図の一部の詳細は単純化されており、厳密な構造上の正確性、詳細およびスケールを維
持するよりもむしろ実施形態の理解を促すために描かれていることに留意すべきである。
【００１３】
　ここで本教示の実施形態を詳細に参照し、これらの例が添付の図面に示される。図面に
おいて、同様の参照番号は、同一の要素を指定するために全体にわたって使用されている
。以下の説明において、その一部をなす添付の図面を参照し、図面においては、例として
、本教示が実施され得る特定の例示実施形態が示される。故に、以下の説明は単なる例示
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である。
【００１４】
　本開示の実施形態は、ソルダマスクインク組成物を対象とする。組成物は、エポキシ樹
脂；ソルダマスクインク組成物の総重量に対して少なくとも２０重量％の量の溶媒；およ
び場合により非イオン性界面活性剤を含む。
【００１５】
　従来のスクリーンインクとは対照的に、実施形態において、インク組成物は、１０ｓ－

１の剪断速度および２５℃の温度において、１０００ｃｐｓ未満、例えば８００ｃｐｓ未
満、または５００ｃｐｓ未満である粘度を有する。インクジェットインクとは対照的に、
本発明の組成物は、４９５ｓ－１の剪断速度および２５℃の温度において、３０ｃｐｓを
超える（５０ｃｐｓを超えるまたは１００ｃｐｓを超えるを含む）粘度を有する。特定の
実施形態において、組成物は、１０～４９５ｓ－１の剪断速度において約１００～約２０
０ｃｐｓの粘度を有する。この相対的に低い粘度により、インク組成物が、エアロゾル印
刷として既知のデジタル印刷方法に好適となる。
【００１６】
　エアロゾル印刷を用いるレジストマスクの堆積は、以下の１つ以上の利点を有すること
ができる：１）プロセス工程を顕著に単純化／低減できるデジタルプロセスであるので、
製造コストを削減する；２）レジストは、所望の領域上にデジタルで適用され、これが材
料廃棄物を低減でき、ビアホールのプラッギングを回避する；３）エアロゾル印刷は、高
解像度（例えば１０ミクロン）の印刷について実証されており、故に高密度レジストマス
ク、例えばソルダマスクを製造するための潜在的な方法である；４）エアロゾル印刷は、
インクジェット印刷と比較した場合に相当高いインク粘度（１０００ｃｐｓまで）を取り
扱うことができる；５）エアロゾル印刷は、３Ｄ表面または３Ｄトポグラフィ構造を有す
る表面上への印刷のために非常に良好な方法として実証されている。
【００１７】
　エアロゾル印刷の潜在的な利点を考慮すると、本願の組成物は、プリント基板（「ＰＣ
Ｂ」）製造および／または他の用途、例えば将来の３Ｄエレクトロニクスの印刷用途に使
用されるレジストマスク、例えばソルダマスクを製造するのに有用であり得る。
【００１８】
　本願のソルダマスクインク組成物は、レジストマスクを形成するのに好適なエポキシ樹
脂を含むことができる。実施形態において、非希釈エポキシ樹脂は、１０，０００ｃｐｓ
を超える、例えば１５，０００ｃｐｓ～２５，０００ｃｐｓである粘度を有することがで
きる。実施形態において、エポキシ樹脂は、ビスフェノールＡエポキシ樹脂、フェノール
ホルムアルデヒド樹脂（ノボラック樹脂として既知）、アクリル酸変性エポキシおよび脂
環式または複素環式エポキシからなる群から選択され、フェノール、アミン、および無水
物からなる群から選択される１つ以上の架橋基を有する。これらのエポキシ樹脂の例は、
当該技術分野において周知である。
【００１９】
　実施形態において、エポキシ樹脂は、市販のレジスト、例えばソルダマスクペーストで
ある。市販のソルダマスクペーストの１つの例は、ＴＡＩＹＯ　Ｓ－２２２ＮＡであり、
これはビスフェノールＡエポキシ樹脂を含み、Ｔａｉｙｏ　Ａｍｅｒｉｃａ　Ｉｎｃ．か
ら入手可能である。こうした従来の配合物は、それらの粘度が高すぎるため、エアロゾル
印刷に直接使用することはできない。本願の新規なエアロゾル印刷可能な配合物は、市販
のソルダマスク配合物を、好適なレオロジーを達成するのに適切な界面活性剤添加剤と共
に相溶性溶媒で希釈することによって得ることができる。
【００２０】
　他の実施形態において、エアロゾル噴出可能なソルダマスク組成物は、出発材料として
市販のソルダマスク配合物を用いるのではなく、エポキシ樹脂、顔料、溶媒、界面活性剤
、接着促進剤、および他の添加剤から直接配合できる。
【００２１】
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　硬化後の所望の最終レジスト特徴をもたらす、湿潤希釈組成物におけるいずれかの好適
量のエポキシ樹脂が使用できる。好適なエポキシ樹脂量の例は、ソルダマスクインク組成
物の総重量に対して約５０重量％～約８０重量％、例えば約６０または６５重量％～約７
５重量％の範囲である。
【００２２】
　ソルダマスクインク組成物の溶媒および任意の界面活性剤は、それらが相対的に少量の
溶媒および界面活性剤を用いながら、エポキシ樹脂のインクレオロジーを調整するのに有
効であるように選択される。所望の粘度を達成するために相対的に少量の溶媒および界面
活性剤を使用することができるため、相対的に高い固形分含有量が可能になり、最終的な
硬化レジスト特性において希釈の影響を低減できる。例えば、本願の溶媒および界面活性
剤は、最終的な硬化ソルダマスクの化学的および物理的特性に対する悪影響はほとんどま
たは全くないことが示された。
【００２３】
　ソルダマスクインク組成物に使用される溶媒は、ジアルキレングリコールモノアルキル
エーテル、例えばジエチレングリコールモノアルキルエーテルまたはジプロピレングリコ
ールモノアルキルエーテルであることができる。実施形態において、溶媒は、以下の式の
ジエチレングリコールモノアルキルエーテルである：
【００２４】
【化１】

【００２５】
　式中、Ｒ１はＣ３－Ｃ６アルキル基である。例えば、ジエチレングリコールモノアルキ
ルエーテルは、ブチルカルビトールであることができる。他の好適な溶媒としては、例え
ばアルコキシベンゼン、例えばアニソール；Ｃ５－Ｃ８アルコール、例えばペンタノール
またはヘキサノールおよびＣ２－Ｃ４アルカンジオール、例えばエチレングリコールが挙
げられる。実施形態において、溶媒は、本明細書で記載されるように、好適な沸点および
／または蒸気圧を有するアルコールである。
【００２６】
　溶媒は、エアロゾルジェット印刷のために十分、エポキシ樹脂の粘度を低下させ、許容
可能な特徴を有するパターニングされたソルダマスクの形成を依然として可能にするいず
れかの好適な量で使用できる。例えば、溶媒の量は、ソルダマスクインク組成物の総重量
に対して少なくとも２０重量％であることができる。他の実施例において、溶媒の量は、
ソルダマスクインク組成物の総重量に対して約２５重量％～約５０重量％、例えば約３０
重量％～約４０重量％または４５重量％の範囲であることできる。
【００２７】
　溶媒は、エアロゾルプリンタを操作する温度よりも高い沸点を有するように選択できる
。実施形態において、沸点は、常圧にて、少なくとも１１０℃、例えば少なくとも１３５
℃、１４０℃、１８０℃、または少なくとも２０５℃である。
【００２８】
　溶媒は、選択された操作温度にて使用される特定のエアロゾルプリンタに好適ないずれ
かの蒸気圧を有するように選択できる。実施形態において、蒸気圧は、２０℃において、
１５ｍｍＨｇ未満、例えば１０ｍｍＨｇ未満、または５ｍｍＨｇ未満、１ｍｍＨｇ未満、
または０．５ｍｍＨｇ未満である。
【００２９】
　任意の非イオン性界面活性剤は、溶媒希釈された樹脂が平滑でないまたはデウェッティ
ングもしくはアグロメレーションを示すフィルムを生じる場合に使用できる。非イオン性
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界面活性剤の例としては、ポリソルベート、例えばポリソルベート２０（ポリオキシエチ
レン（２０）ソルビタンモノラウレート）、ポリソルベート４０（ポリオキシエチレン（
２０）ソルビタンモノパルミテート）、ポリソルベート６０（ポリオキシエチレン（２０
）ソルビタンモノステアレート）、ポリソルベート８０（ポリオキシエチレン（２０）ソ
ルビタンモノオレエート）；ポリグリセロールポリリシノレート、オクタデカン酸［２－
［（２Ｒ，３Ｓ，４Ｒ）－３，４－ジヒドロキシ－２－テトラヒドロフラニル］－２－ヒ
ドロキシエチル］エステル、オクタデカン酸［（２Ｒ，３Ｓ，４Ｒ）－２－［１，２－ビ
ス（１－オキソオクタデコキシ）エチル］－４－ヒドロキシ－３－テトラヒドロフラニル
］エステル；Ｃ８－Ｃ２２長鎖アルコール、例えば１－オクタデカノール、セチルステア
リルアルコール、ヘキサデカン－１－オールおよびｃｉｓ－９－オクタデセン－１－オー
ル；置換または非置換オクチルフェノール（ここで置換基は、ポリエトキシエタノール基
（例えばオクチルフェノキシポリエトキシエタノールを形成するため）またはオクチルフ
ェノールを有する非イオン性界面活性剤を形成するいずれかの他の置換基を含むことがで
きる）；ポリエチレングリコールモノイソヘキサデシルエーテル；ドデカン酸２，３－ジ
ヒドロキシプロピルエステル；グルコシド、例えばラウリルグルコシド、オクチルグルコ
シドおよびデシルグルコシド；脂肪酸アミド、例えばコカミドジエタノールアミンおよび
コカミドモノエタノールアミン；および親水性ポリエチレンオキシド鎖および芳香族炭化
水素親油性または親水性基を有する非イオン性界面活性剤、例えばＮｏｎｏｃｙｎｏｌ－
９およびＴｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００が挙げられる。
【００３０】
　実施形態において、非イオン性界面活性剤は、ポリアルキレングリコールである。例え
ば、非イオン性界面活性剤は、少なくとも１つのポリエチレングリコールブロックおよび
少なくとも１つのポリプロピレングリコールブロックを含むブロックコポリマー、例えば
ポリエチレングリコール－ブロック－ポリプロピレングリコール－ブロック－ポリエチレ
ングリコール、すなわちポリオキシエチレン（ポリ（エチレンオキシド））の２つの親水
性鎖によって隣接されたポリオキシプロピレン（ポリ（プロピレンオキシド））の中心部
の疎水性鎖で構成されるトリブロックコポリマーであることができる。市販の非イオン性
界面活性剤の例は、Ａｌｄｒｉｃｈから入手可能なＳＹＮＰＥＲＯＮＩＣ　Ｆ１０８であ
る。
【００３１】
　非イオン性界面活性剤は、許容可能な特徴を有するパターニングされたレジストを提供
するいずれかの好適な量で使用できる。例えば、非イオン性界面活性剤の量は、ソルダマ
スクインク組成物の総重量に対して少なくとも０．０１重量％であることができる。他の
例において、非イオン性界面活性剤の量は、ソルダマスクインク組成物の総重量に対して
、約０．０５重量％～約５重量％、例えば約０．５重量％～約３重量％の範囲であること
ができる。
【００３２】
　レジストに使用するのに好適ないずれかの他の成分はまた、場合により本開示の組成物
に含まれることができる。こうした成分としては、例えば着色剤、粘土、金属オキシド粒
子、および接着促進剤が挙げられる。他の成分は、エアロゾルの形成を可能にすべきであ
り、最終的な硬化特性に所望でない副作用をほとんどまたは全く与えない。特に他の成分
、特に粒子形態で存在する場合は、３ミクロン未満（１ミクロン未満または５００ｎｍ未
満を含む）の粒径を有するべきである。当業者は、使用できる他の成分を容易に決定でき
る。
【００３３】
　いずれかの好適なエアロゾルプリンタは、空気圧式アトマイザおよび噴霧化ガスを用い
てソルダマスクインク組成物からエアロゾルストリームを発生させるために使用できる。
　好適なエアロゾルプリンタは、当該技術分野において周知である。エアロゾルスチーム
は、次いで基材に対してノズルの位置を変化させながらシースガスを用いて基材上に向か
わせることができ、選択的にソルダマスクパターンを堆積できる。ソルダマスクパターン
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は、乾燥および／または硬化できる。
【００３４】
　実施例１－界面活性剤を含まない組成物
　ビスフェノールＡエポキシ樹脂に基づく一般的に使用されるグリーンソルダマスクを以
下の実施例において使用した。市販のソルダマスクレジスト（Ｔａｉｙｏ　Ｓ－２２２Ｎ
Ａ）は、Ｔａｉｙｏ　Ａｍｅｒｉｃａ　Ｉｎｃ．から購入した。ソルダマスクレジストは
、主要構成成分としてビスフェノールＡ系エポキシを含んでいた。ビスフェノールＡ構成
成分を以下の式２として示し、ここでｎは繰り返しユニットの数を示し、約２～約５００
、例えば約５０、１００、２００、３００または約４００の範囲であることができる。
【００３５】
【化２】

【００３６】
　市販のソルダレジストは、２５℃において、１０１／ｓの低剪断速度において１６，７
８５ｃｐｓの粘度、および４８５１／ｓの高剪断速度において８８５０ｃｐｓの粘度を有
していた。粘度は、エアロゾルジェット印刷には高すぎた。ターゲットは、適切な添加剤
を用いることによって、市販のソルダマスクを再配合し、２５℃において１０１／ｓの低
剪断速度にて１０００ｃｐｓ未満の粘度を達成することであった。
【００３７】
　いくつかの溶媒をスクリーニングした後、ブチルカルビトールが、市販のペーストと相
溶性であることがわかり、希釈のための溶媒として使用した。ブチルカルビトールは、高
沸点および低蒸気圧を有するので、エアロゾル印刷に好適である。図１は、溶媒の添加量
の関数として低および高剪断速度の両方における粘度（２５℃における）を示す。＜１０
００ｃｐｓのターゲット粘度を達成するために、２５～３５重量％の溶媒を必要とした。
３０重量％の溶媒添加が、さらなる調査のために選択された。
【００３８】
　ブチルカルビトール溶媒を添加した後、得られた低粘度配合物は、フィルム形成特性を
試験するために、銅クラッドＦＲ－４基材上にコーティングされた。ＦＲ－４は、難燃性
（自己消火性）であるエポキシ樹脂バインダを有する織布ガラスファイバ布で構成された
複合材料を含む基材の周知の等級である。図２において、（Ａ）は、３０重量％のブチル
カルビトールを有し、界面活性剤を有していない配合物でコーティングされたフィルムを
示す。残念ながら、このフィルムは平滑ではなく、デウェッティングおよびアグロメレー
ションを示した。フィルムは、スロットダイコーティング方法を用いてコーティングされ
た。
【００３９】
　実施例２－アニオン性界面活性剤を有する組成物
　これらの問題を克服するために、異なる界面活性剤を添加剤として試験した。図２にお
いて、（Ｂ）および（Ｃ）はそれぞれ、異なるアニオン性界面活性剤、ドデシルベンゼン
スルホン酸ナトリウム（「ＳＤＢＳ」）（１重量％）およびドデシル硫酸ナトリウム（「
ＳＤＳ」）（１重量％）から製造されたコーティングを示し、これらのそれぞれは、３０
重量％でのブチルカルビトール溶媒および６９重量％での上記ビスフェノールＡエポキシ
樹脂の混合物に添加した。フィルムは、（Ａ）のフィルムを堆積させるために使用された
同じコーティング方法によって堆積させた。アニオン性界面活性剤の添加は、フィルムの
品質に悪影響を与え、明らかなデウェッティング現象を示した。
【００４０】
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　実施例３－非イオン性界面活性剤を有する組成物
　非イオン性界面活性剤であるポリ（エチレングリコール）－ブロック－ポリ（プロピレ
ングリコール）－ブロック－ポリ（エチレングリコール）を、実施例２のアニオン性界面
活性剤の代わりに使用した。ポリ（エチレングリコール）－ブロック－ポリ（プロピレン
グリコール）－ブロック－ポリ（エチレングリコール）の商業的供給源の例は、Ａｌｄｒ
ｉｃｈから入手可能なＳｙｎｐｅｒｏｎｉｃ　Ｆ１０８である。図２において、（Ｄ）は
、０．５重量％でのＳｙｎｐｅｒｏｎｉｃ　Ｆ１０８、３０重量％でのブチルカルビトー
ル溶媒、および６９．５重量％での上記ビスフェノールＡエポキシ樹脂を用いた結果を示
す。図２において、（Ｅ）は、１重量％でのＳｙｎｐｅｒｏｎｉｃ　Ｆ１０８、３０重量
％でのブチルカルビトール溶媒、および６９重量％での上記ビスフェノールＡエポキシ樹
脂を用いた結果を示す。（Ｄ）および（Ｅ）に示される結果によって示されるように、銅
表面において優れた湿潤特性を有する平滑なフィルムが両方の配合物について得られた。
【００４１】
　実施例４－再配合されたソルダマスク材料の引掻耐性、接着および溶媒耐性試験
　１．０重量％のＳｙｎｐｅｒｏｎｉｃ　Ｆ１０８界面活性剤を有する実施例３の配合物
は、溶媒および界面活性剤が最終的に硬化したソルダマスクに悪影響を与えるかどうかを
調査するために選択された。配合物は、市販の配合物について推奨されるように、銅基材
上にコーティングし、３５分間、１４０℃にて硬化させた。
【００４２】
　硬化後、フィルムは、引掻耐性、ペンシル硬度、および溶媒耐性試験に供された。引掻
耐性、ペンシル硬度および溶媒耐性は、ＩＰＣ－ＳＭ－８４０Ｃ　ＣｌａｓｓＨのソルダ
マスクベンダー試験要件に従って試験した。接着試験は、ＡＳＴＭ試験方法Ｄ３３５９、
方法ＢおよびＤＩＮ標準番号５３１５１に記載されるように、標準クロスカット接着試験
を用いて行われた。図３に示されるように、接着試験の間にテープに移動した材料はなく
、５Ｂの接着（優れた接着）および優れた引掻耐性を示した。硬度試験の結果は、６Ｈの
ペンシル硬度を示した。
【００４３】
　再配合されたソルダマスクは、すべての必要とされる溶媒耐性試験に合格した。溶媒耐
性試験の結果を表１に示す。
【００４４】



(10) JP 2016-50311 A 2016.4.11

10

20

30

40

50

【表１】

【００４５】
　接着試験に関する結果、引掻耐性、硬度試験および溶媒耐性は、市販のソルダマスクに
関して達成された結果と実質的に同じであり、溶媒および界面活性剤の添加が硬化ソルダ
マスクに対して悪影響をほとんどまたは全く及ぼさないことを示している。
【００４６】
　実施例５－再配合されたソルダマスク材料のエアロゾル印刷
　実施例４の上記配合は、約５０℃にて空気圧アトマイザを備えたエアロゾルプリンタで
印刷された。噴霧化ガスは、１０００～１３００ＳＣＣＭにて設定され、排気は９００～
１２００ＳＣＣＭにあり、シースガスは２００～６００ＳＣＣＭであった。エアロゾルは
、こうした印刷条件にて発生させた。インクは、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）
および銅クラッドＦＲ－４基材の両方に印刷されたが、これはプリント基板に使用される
典型的な基材の例である。
【００４７】
　図４Ａおよび４Ｂは、異なる速度で印刷されたソルダマスクラインを示す。図４Ａは、
ＰＥＴ基材上の１ｍｍノズルを用いて０．５ｍｍ／ｓから２０ｍｍ／ｓの異なる速度で印
刷されたソルダマスクラインを示す。図４Ｂは、銅クラッドＦＲ－４基材に１ｍｍノズル
を用いて１ｍｍ／ｓおよび２ｍｍ／ｓにて印刷されたソルダマスクラインを示す。図４Ａ
において、速度が頂部から底部までで１．０、５、１０および２０ｍｍ／ｓで標識される
。図４Ｂにおいて、頂部ラインの速度は１ｍｍ／ｓであり、底部ラインの速度は２ｍｍ／
ｓである。明確なラインエッジを有する均一ラインが得られたことがわかる。印刷された
ラインは、上述のコーティングによって示されたように、優れた接着、ペンシル硬度、引
掻耐性および化学耐性を示した。
【００４８】
　図４Ｃは、平滑なエッジを有するＰＥＴ基材上に、５ｍｍ／ｓにて印刷されたラインの
光学的画像を示す。
【００４９】
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　２５℃で１０１／ｓの剪断速度にて＜１０００ｃｐｓの粘度を有する配合物は、ブチル
カルビトール溶媒および非イオン性界面活性剤を用いることによって得られた。この再配
合されたソルダマスク配合物は、エアロゾルジェットプリンタにおいて良好な印刷性を示
し、印刷されたマスクは、市販のものと同じ接着、ペンシル硬度、引掻耐性、および化学
耐性を示した。

 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】
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